
〔商品概要説明書〕 

ろうきん育児支援ローン 
 

1. 商品名 ろうきん育児支援ローン 

2. お申込みいただ
ける方 

育児期間中（但し、妊娠から小学校入学前までを対象）のお子さまがいらっしゃる勤労者
で、次の全ての条件に該当する方 
※勤労者とは現在職に就いている方で、育児休業中の方を含みます。 
・ 居住年数が 1年以上の方 
・ 勤続年数が 1年以上の方（自営業者等の給与所得以外の方は原則として 3年以上） 
・ 安定継続した年収（前年税込み年収）が 150 万円以上ある方 
・ 最終返済時の年齢が満 71歳未満の方 
※その他詳細については、お取引店または所属労働組合にご確認ください。 

3. お使いみち 

育児期間中（但し、妊娠から小学校入学前までが対象）に発生する子育てに関する次にあ
げる費用。 
（お使いみち） 
・検診費用、分娩費用などの出産に関する医療費用 
・育児に必要なベッド・タンスなどの家具購入費用 
・マタニティ用品、子供の衣服・玩具などの購入費用 
・子供部屋の増改築費用 
・子供の医療費 
・保育所・ベビーシッターなどのサービス利用費 
・子供の教育費（ただし、小学校入学前のものに限ります。また、習い事を含みます） 
・産休・育休期間中の賃金補填（金額は給与減少分に限ります） 
・その他、お使いみちがわかる資料により子育てに必要な費用と判断できるもの。 

4. ご融資金額 ・最高 100万円（原則として 10 万円以上、5万円単位） 

5. ご融資期間 
・最長 5年（下記の据置期間を含みます）。 
※産休・育休中のみ、据置期間を設定することができます。据置期間は最長 1年 6ヶ月か
つ休業期間の範囲内となります。 

6. ご融資金利 

当金庫所定の金利とします。 

・固定金利型 
  お借入時の金利を完済時まで適用します。 

7. ご返済方法 

・元利均等月賦償還方式または元利均等月賦・半年賦併用償還方式 
 （半年賦返済部分は総貸付額の 50％以内） 
※ 元利均等償還方式とは、毎回支払う元利金（元金と利息の合計＝１回あたりの返済額）
が一定である返済方式です。返済回数は月賦・半年賦併用償還方式の場合年間で、月賦
が 12回、半年賦が 2回です。 

・据置きをご利用の場合は、据置期間中お利息のみを月賦償還方式または月賦・半年賦併
用償還方式でお支払いただきます。 

8. 担 保 ・不要です。 

9. 保 証 
・当金庫指定の保証協会をご利用いただきます。 
・別途、保証料として年 0.5～1.0％が必要となります。 

※ 返済額の試算についてご希望がありましたら、店頭にてお気軽にご相談ください。 
※ 金利情報については、店頭にてお問い合わせください。 
※ ご融資にあたり当金庫所定の審査を行います。審査結果によっては、ご希望にそえない場合がございますので、ご
了承ください。 

中央労働金庫 


